
仙台市では、経済的な理由などにより就学にお困りの方のために、就学を援助する制度があり

ます。以下にその制度の内容について簡単に説明いたします。

１【援助費の種類】 受けられる援助には次のようなものがあります。

援 助 内 容 援 助 の 範 囲

学用品費 鉛筆、ノート、副読本等通常学習に必要な物品

新入学学用品費等 小、中学校へ入学するに当たって通常必要な学用品

学校給食費 学校給食費の額

修学旅行費

交通費、宿泊料、見学料、医薬品、

保険料、記念写真代（保護者均一負担分）、

校外活動費

（宿泊有り）

野外活動等学校外教育活動に伴う交通費、

見学料、宿泊料

校外活動費

（宿泊なし）

遠足等学校外教育活動に伴う交通費、

見学料（学校行事としての芸術鑑賞も対象）

通学費

片道小４ｋｍ 中６ｋｍ以上の通学距離がある場合で、もっとも

経済的な通常の経路・方法により継続的に交通機関を利用して通

学している場合で実態に即して支給

通学用品費 ランドセル、鞄、上履き等通常の通学に必要なもの

体育実技用具費
中学の体育授業（柔道・体育）に必要な特定の用具を

受ける生徒全員が個々に用意すべきもの

医療費※２

トラコーマ、結膜炎、白癬、膿痂疹、中耳炎、

慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯、寄生虫病治療

及び通院費

※１ 給食費は直接学校の給食会計に納入されます。

※２ 医療費は「医療券」を発行します。それを持って病院へかかることになります。

通院費：学校と医療機関との距離が４ｋｍ以上ある学校に在学し、治療のため公共交通

機関を使用する場合に支給



２【就学援助を受けられる方】とは？

下記のいずれかに該当する場合、就学援助を受けられます。

注）下記に該当する場合でも、状況によっては援助を受けられない場合もあります。

イ）生活保護法第６条第２項に規定する生活保護を受けている世帯（要保護）

※教育扶助受給世帯は，修学旅行費と医療費の通院費補助のみ

ロ）市民税が非課税（地方税法第２９５条第１項該当）又は減免されている世帯

ハ）生活保護が停止または廃止となった世帯

ニ）児童扶養手当を受給している世帯

ホ）国民年金保険料掛金が免除（２０歳以上の世帯員が全額免除）されている世帯

ヘ）国民健康保険料を減免されている世帯（※軽減は対象外）

ト）生活福祉資金の貸付を受けている世帯

チ）個人事業税・固定資産税が減免されている世帯（※一部の減免項目は対象外）

リ）経済的理由：

同一住所に同居している家族全員及び別居の単身赴任の方の年間総収入額または総所得額

が下記の金額（基準額）以下である場合（※原則として持ち家等の資産を持たない方）

（単位：円）

家族の

人数

給与収入（支払金額） 自営業所得（所得金額）

年 額 年 額

2 人世帯 ２，７０２，０００円 １，７１０，０００円

3 人世帯 ３，３４２，０００円 ２，１５８，０００円

４人世帯 ３，９００，０００円 ２，５８０，０００円

5 人世帯 ４，３４０，０００円 ２，９３２，０００円

6 人世帯 ５，０３０、０００円 ３，４８２，４００円

７人世帯 ５，４５５，０００円 ３，８２１，６００円

※７人以上の世帯員の場合はお問い合わせ下さい。

３【申請時期】

４月から随時受付しています。

ただし，学用品費・学校給食費は

「申請された月からの月割額で支給」となりますので、早めに申請して

ください。

４【申請手続き・（継続）】

①援助を希望される場合は，学級担任あるいは担当（事務職員）へご連絡ください。

「就学援助受給申請書」用紙を配布いたします。（下記「様式１」印刷使用可）

②申請は毎年必要となります。翌年度の継続受給の有無の確認を 2 月中旬頃に行いますので、

継続を希望される場合は「継続申請書」を提出いただきます。

時期がきましたら，学校よりお知らせいたします。

③新規・継続とも収入等に関する書類が必要となります。詳しくは配付された資料をお読みいた

だくかまたは事務職員、市教委までお聞きください。



５【Q&A】

Q．就学援助を申請したいのですが、周囲に知られないか心配です・・？

A．就学援助認定事務で取り扱う情報は個人情報ですので、他の人や他の児童生徒に知られる

ことのないよう、十分な配慮のもと事務処理を行っております。

Q．学校納付金を銀行口座引き落としで行っていますが、援助費認定後はどのようになりますか？

A．援助費の中に給食費の援助がありますので、認定後の給食費の納入はなくなります。ただ

し学校納付金は給食費以外にも、教材費や積立金、PTA 会費等を毎月納付いただくことに

なっております。そのため、就学援助費受給認定となった後も学校納付金の引き落としが

0 円となることはありません。

Q．民生委員が訪問する場合もあると聞きましたが？

A．提出いただいた書類だけでは判断ができかねる場合に、直接民生委員児童委員の方に調査

確認いただくことがあります。

Q．これまで父親が申請をして認定を受けていましたが、離婚したため今年度は母親が申請をした

いと考えています。どうしたらよいですか。

A．継続手続きではなく、母親名で新規申請を行ってください。

Q．下の子が今年度小学１年生になります。上の子と同様に就学援助の申請をしたいのですが、

継続申請時の「就学援助継続調査書」に上の子と一緒に名前を記入してもよいでしょうか？

A．同じ学校に在籍している兄弟姉妹であれば、新１年生分も一緒に名前を記入して申請でき

ます。ただし、「中学生の兄姉と新小学１年生の弟妹」のように、在籍する学校が異なる

場合の弟妹については、従来通り新規に「就学援助受給申請書」により申請することにな

ります。

※ わからないことがありましたら遠慮無く、在籍校あるいは仙台市教育委員会まで

お尋ねください。
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６【様式】

就学援助費受給申請書（下記様式１を印刷使用可。平成２０年４月以降）

就学援助費受給申請書記入例


